




 3

33 削除                 削除 
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52 中継交換機 電話サービス又は総合ディジタル通信サービスの中継交換を行う当社が 

指定する交換設備 

53 ＩＧＳ 相互接続のため当社が 

指定す╞  
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89 一般番号ポータ 

ビリティ 
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106 108 ＩＰｏＥ方

式 

ＩＰ通信網内における通信方式のうちＰＰＰｏＥ方式以外の方式 

107 109 テープ ４芯又は８芯単位で光ファイバを並列に配置し一体化したもの 

108 110 ＩＰ通信網

式 �'��
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伝送路設備の他事業者側に設置される伝送装置の当社配分架の他 

事業者側コネクタ又は専用回線ノード装置と他事業者の電気通信

設備との間に光信号局内伝送路を設置するときは他事業者の電気 

通信設備の当社側コネクタ 

(5)－２ 削除 削除                  削除  





 12

２ 前項の請求により当社が提供する情報は、次の各号のうち接続申込者が事前照会申込書に指定

する事項とします。 
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７ 前２項の場合において、その通信用建物等に相互接続点を設置することができないときは、当

社は、書面によりその理由を通知します。 
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続可能時期並びにその指定電気通信設備を設置又は改修（第 37 条（その他の工事の請求）に規

定する工事がある場合は、その工事を含みます。）するために必要となる概算額及びその内訳等

を書面により通知し、これをもって事前調査の回答とします。 
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(2) 当社の指定電気通信設備に係るソフトウェアの設置又は改修を要する場合 
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(3) 提供可能時期までの期間が接続開始希望時期までの期間を超えるため接続開始希望時期ま

でに提供できないこと（第１号以外の場合であって、提供可能時期を回答するときに限りま

す。） 
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式）様式第６の書面により立入りを行う通信用建物の名称、日時及び目的並びに立入者の氏名を

当社の事務取扱所に通知し、立入りの承諾を受けることを要します。 

３ 当社は、特別の事情がない限り、前項の通知がなされた日から２営業日以内に別表３（様式）

様式第７の書面により前項の承諾（承諾を行わない場合は、書面によるその理由の通知）を行い

ます。 

（光信号引込等設備の取扱い） 

第34条の６ 協定事業者が光信号分岐端末回線との接続を終了したときは、その接続の終了と同時
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って未利用芯線を保留します。 

３ 当社が前項に規定する回答（第 34 条の２第２項に規定する回答を含みます。）を行った後の
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大量の申込みを既に受け付けている場合等の特別の事情があるときは、申込みの到達した日から





 34

る場合等の特別の事情のあるときは、協定事業者が指定した利用開始希望時期に優先クラス通信

機能の利用開始工事ができない場合があります。 

 

第７節  修補の責任 

（修補の責任） 

第 35 条 当社は、当社が設置又は改修した接続用設備又は開発した接続用ソフトウェアに関し完
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いないとき、及び協定事業者が登録電気通信事業者である場合において、協定上の地位の承継を
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費の支払義務）第１項第 17 号において、それらの情報を「協定事業者名等」といいます。）

を通知する場合 
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 48

19 項、第 36 条又は第 36 条の２（協定事業者の申込みによる個別管理対象設備の利用中止等）
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(10) 当社が、電話サービス、総合ディジタル通信サービス又は音声利用ＩＰ通信網サービスの

契約を承諾したことにより、当社の契約者が協定事業者と電気通信サービスの契約を締結す

ることとなるとき。 
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には、協定事業者は、その手続きの請求の取消しにより新たに発生する費用及びそれまでに既に

発生した費用に消費税相当額を加算した額（個別に協議して定める額とし、個別契約の規定によ

り算定するときは、その額とします。）を負担することを要します。 

（光信号引込等設備に係る負担額の支払義務） 

第 68 条の２ 協定事業者は、第 34 条の６（光信号引込等設備の取扱い）第１項の規定に基づき、

光信号引込等設備の維持等を開始した日から起算してその維持等を終了した日（その光信号引込
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第 71 条 通信回数は、当社の電気通信設備が応答信号を受信した時点（その通信が番号案内機能
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第 13 章 利用者への責任に関する事項 

（利用者料金の設定） 

第 89 条 相互接続通信及び他社相互接続通信に係る利用者料金（通信料又は専用料に限ります。

以下この章において同じとします。）には、役務区間合算料金又は役務区間単位料金があります。 

２ 利用者料金を設定する電気通信事業者は、第 54 条（接続形態）に規定する接続形態ごとに、

別表２第２表（利用者料金設定事業者）に掲げるとおりとします。 

（利用者料金の請求） 
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接続申込者が自前工事実施申込書に記載した電力設備利用開始希望日又は当社の電力

設備の準備が整う日のいずれか遅い日から、接続に必要な通信用建物等の利用を終了す

る日までの期間 

３ 第１項の場合において、接続申込者が自前工事を実施するときは、接続申込者は、当社に対し、

別表３（様式）様式第 25 の自前工事実施申込書（工事着手予定日、工事完了予定日（接続申込

者が新たな電力設備利用を開始しない場合に限ります。）及び電力設備利用開始希望日（接続申

込者が新たな電力設備利用を開始する場合に限ります。）の指定を含みます。）により、自前工事の
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３ヶ月以内 

２ 前項の場合において、接続申込者が検討に要した期間、接続に必要な装置等を設置するために
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約者回線番号等を抽出することをいいます。）を利用できないよう技術的に必要な措置が講
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をその申込者の代理人として当社に行う（以下「代行申込み」といいます。）場合 

ア ＤＳＬ等接続専用サービスと電話重畳する又は電話重畳している電話サービスの契約者 

イ 総合ディジタルサービスの契約者（その契約の解除を行うと同時にＤＳＬ等接続専用サー

ビスと電話重畳する電話サービスに係る契約の申込みを行う者に限ります。） 

(2) 協定事業者が、その協定事業者の電気通信サービスの申込者が現に利用している電話サー






